
人事行政の運営等の状況の公表  
 

 桶川北本水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定に基づき、公営

企業職員の任免、給与、勤務条件などがどのように運営されているかを公表するものです。 

 

1 公営企業職員(水道事業)の任免及び職員数に関する状況  

(1) 職員の採用の状況 
  平成２２年度は、新規採用職員は２人です。 

  平成２３年度は、新規採用職員は３人です。 

 

(2) 再任用の状況  
  再任用職員とは、高齢者雇用の推進等のため定年退職者等のうち改めて採用される職

員であり、地方公務員法第28条の4の規定により採用されるフルタイム勤務職員と、同

法第28条の5の規定により採用される短時間勤務職員がいます。 

  なお、平成２２年度は、再任用短時間勤務職員が６人です。 

     平成２３年度は、再任用短時間勤務職員が４人です。 

 

(3) 職位別任用状況 
  平成２３年４月１日における課長補佐級以上の者は１８人で、昇格者数の内訳は下表

のとおりです。 

 事務局長級 次長級  課長級  課長補佐級 計  

昇 格 ０(０)人  ２(０)人 ０(０)人 ２(０)人  ４(０)人

(注) ( )内は、女性数であり、内書きです。 

 

(4) 職員の退職の状況(平成22年4月1日～平成23年3月31日) 

 事務職 技術職 全職員  

定年退職  ０(０) １(０) １(０)

勧奨退職  ０(０) ０(０) ０(０)

自己都合退職  １(０) ０(０) １(０)

その他(死亡、免職、失職)  ０(０) ０(０) ０(０)

退職者計  １(０) １(０) ２(０)

(注)( )内は、女性数であり、内書きです。 

 

(5) 職員数の状況(各年度4月1日現在)  

職員数 
平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

48人  47人  46人  43人  41人  42人  
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２ 公営企業職員(水道事業)の給与の状況  

(1) 職員給与費の状況  

ア 決算  

区 分 

 

 

総費用 

 

Ａ 

純損益又は実質

収支 

 

職員給与費 

 

Ｂ 

総費用に占め

る職員給与費

比率 

  Ｂ/Ａ 

(参考) 

21年度の総費用

に占める職員給

与費率 

Ｈ22 

年度 

千円

3,534,196 

千円

405,332 

千円

271,002 

％ 

7.7 

％

9.2 

 

区分 

 

職員数 

Ａ 

給 与 費 1人当たり給与

費  Ｂ/Ａ 給料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ 

Ｈ22 

年度 

 

41人 

千円 

171,334 

千円

22,862
千円

63,506

千円 

257,702 

千円

6,285

(注)１ 職員手当は、退職手当を含みません。 

  ２ 職員数は、平成23年3月31日現在の人数です。 

  ３ 再任用短時間勤務職員を除く。 

イ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況 

  (平成23年4月1日現在) 
平 均 年 齢 平 均 給 料 月 額 平 均 給 与 月 額 

43.9歳 338,811円 359,826円 

(注)１ 平均給与月額は、給料、扶養手当及び地域手当の合算額です。 

２ 再任用短時間勤務職員を除く。 

ウ 職員の手当の状況  

（ア） 期末手当・勤勉手当  
1人当たりの平均支給額(平成22年度決算)

1,396千円  

一般行政職  

(桶川市及び北本市)  

(平成22年度支給割合) 

期末手当   勤勉手当 

2.60月分   1.35月分 

(1.45)月分   (0.65)月分 

(平成22年度支給割合)  

期末手当  勤勉手当 

2.60月分  1.35月分 

 (1.45)月分  (0.65)月分 

(加算措置の状況) 

職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 5～20％ 

(加算措置の状況) 

職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 5～20％ 

(注) ( )内は、再任用短時間勤務職員に係る支給割合です。 

（イ） 退職手当(平成23年4月1日現在)  
企 業 職  一般行政職(桶川市及び北本市)  

(支給率)  自己都合  勧奨・定年 

勤続20年  23.5月分  30.55月分 

勤続25年  33.5月分  41.34月分 

勤続35年  47.5月分  59.28月分 

最高限度額 59.28月分  59.28月分 

(支給率)  自己都合  勧奨・定年 

勤続20年  23.5月分  30.55月分 

勤続25年  33.5月分  41.34月分 

勤続35年  47.5月分  59.28月分 

最高限度額 59.28月分  59.28月分 

 (注) 加入している埼玉県市町村総合事務組合の支給割合です。 
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（ウ） 地域手当(平成23年4月1日現在)  
地域手当支給実績(22年度決算)  5,828千円  

支給職員1人当たり平均支給年額(平成22年度決算) 124千円 
支給率  支給対象職員  一般行政職(桶川市及び北本市)  

3％  46人  3％(桶川市)・ 3％(北本市)  

 (注) 再任用短時間勤務職員を含む。  

 

（エ） 特殊勤務手当(平成23年4月1日現在)  
支給実績(平成22度決算)  119千円  

支給職員1人当たり平均支給年額(平成22年度決算)  10千円  

職員全体に占める手当支給職員の割合(平成22年度)  25.5％  

手当の種類(手当数) 5 手当  

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価  

浄配水場  

作業手当  

浄配水場の点検作業に

従事する職員 

浄配水場の点検作業  月額 2,000円 

滞納整理  

手 当  

水道料金の徴収に従事

する職員  

水道料金の滞納整理徴

収業務  

日額 200円 

緊急出動  

手 当  

正規の勤務時間外に、

非常呼び出しを受け、

業務に従事した職員  

突発事故等の緊急に対

応すべき業務  

1勤務につき1,000円 

災害対策  

業務手当  

災害発生時に災害地(桶

川市及び北本市を除

く。)において、対策業

務に従事する職員 

災害発生時に、当該発

生場所での災害対策業

務  

1日につき3,000円 

特殊車両等

運転業務手

当 

災害発生時に給水車等

の運転に従事する職員 

災害発生時の給水車等

の運転業務 

1日につき300円 

(注) 再任用短時間勤務職員を含む。  

 

（オ） 時間外勤務手当  
支給実績(平成22年度決算)  1,313千円  

支給職員1人当たり平均支給年額(平成22年度決算)  42千円  

支給実績(平成21年度決算)  1,200千円  

支給職員1人当たり平均支給年額(平成21年度決算)  46千円  

(注)１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

２ 再任用短時間勤務職員を含む。 
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（カ） その他の手当(平成23年4月1日現在)  

手当名  内容及び支給単価  

一般行

政職と

の制度

の異同 

支給実績

(平成22年

度決算)  

支給職員1

人当たり

平均支給

年額(平成

22年度決

算)  

扶養手当  

扶養親族のある職員に支給  

① 配偶者(月額)13,000円  

② 配偶者以外1人につき  

(月額)6,500円  

③ 配偶者がいない場合はそのうち１人

については(月額)11,000円 

④ 満16歳～満22歳までの子  

(月額)5,000円加算  

同 5,452千円 237千円 

住居手当  

① 借家等居住者→家賃に応じて(月額)

最高27,000円  

②持家居住者→(月額)4,500円  

新築及び購入から5年は(月額)5,000円 

同 2,154千円 103千円 

通勤手当  

① 交通機関(電車等)利用者→運賃等相

当額で55,000円が限度(原則として6ヶ

月定期券価額)  

② 交通用具(自動車等)利用者→距離に

応じた額で（月額)24,500円が限度 

同  1,722千円 42千円 

管理職手当  
管理、監督の地位にある職員に支給→

定額支給50,000円～80,000円  
同  6,775千円 753千円 

休日勤務  

手当  

祝日等において勤務を命ぜられた職員

に支給  
同  ―  ―  

管理職員特

別勤務手当  

管理職員が祝日等に勤務した場合に支

給→勤務1回につき4,000円～10,000円 同  ―  ―  

(注)１ 再任用短時間勤務職員を含む。 

２ 休日勤務手当は、時間外勤務手当に含む。 

 

(2) 職員の級別職員数の状況(平成23年4月1日現在)  

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

計 
標準的な 

職務内容 

主事補 

技師補 

主事 

技師 
主任 係長級

課 長

補佐級
課長級 次長級 

事 務 

局長級 

職員数  
人 

４ 

人 

６ 

人

８ 

人

６ 

人

１２ 

人

３ 

人 

２ 

人 

１ 

人

４２ 

構成比 9.5％ 14.3％ 19.0％ 14.3％ 28.6％ 7.1％ 4.8％ 2.4％ 100％

(注)１ 桶川北本水道企業団職員給与規程に基づく給料表の区分による職員数です。  

  ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する職務です。 
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(3) 特別職の報酬等の状況(平成23年4月1日現在)  

区   分 報 酬 の 額 

報酬 

企  業  長 月 額 24,800円 

副  企  業  長 月 額 21,200円 

議          長 月 額 25,000円 

副    議    長 月 額 24,000円 

議会運営委員長 月 額 23,000円 

議          員 月 額 22,000円 

期末 

手当 

企    業    長 

副  企  業  長 

(22年度支給割合) 

6月期  1.90月分 

12月期  2.05月分 

報酬月額の20％の加算有り 

期末 

手当 

議          長 

副    議    長 

議会運営委員長 

議          員 

(22年度支給割合) 

6月期  1.90月分 

12月期  2.05月分 

      報酬月額の20％の加算有り 

 

３ 公営企業職員(水道事業)の勤務時間その他の勤務条件  

 (1) 勤務時間の状況  
1週間の勤務時間 38時間45分  

 

勤務時間の割り振り 

始 業 終 業 休 憩 時 間 週 休 日 

8：30  17：15  60分  土・日曜日  

 

(2) 休暇制度の概要・種類等  
職員の休暇には、年次有給休暇・病気休暇・特別休暇・介護休暇・組合休暇があり、

それぞれの概要は以下のとおりです。  

年次有給休暇：労働基準法第３９条の諸規定に従って与えられる、有給による休暇

であり、一の年度につき最高20日間付与され、前年度からの繰越分

を含めると最高40日間となります。  

病 気 休 暇：勤労意欲があっても負傷又は疾病のために勤務することができない

職員に対し、医師の証明等に基づき、最小限度必要と認められる期

間、その治療に専念させる目的で設けられた有給の休暇です。  

特 別 休 暇：特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合に認めら

れる有給の休暇です。  

(就業規則に規定された種類と日数)  

項目  日数  

①選挙権その他公民としての権利を行使する場

合  

その都度必要と認める期間  
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②裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国

会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官

公署へ出頭する場合  

その都度必要と認める期間  

③出産の場合  出産予定日6週間(多胎妊娠の場合に

は14週間)前から産後8週間を経過す

るまでの期間 

④妊娠中又は出産後1年以内の職員が妊娠又は出

産に関し母子保健法第10条に規定する保健指

導又は同法第13条に規定する健康診査を受け

る場合  

妊娠6月までは、4週間に1回、妊娠7

月から9月までは2週間に1回、妊娠10

月から出産までは1週間に1回、産後1

年まではその間に1回とし、1回につ

き1日の範囲内でその都度必要と認め

る時間  

⑤妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関

の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影

響があると認める場合  

正規の勤務時間の始め又は終わりに

おいて、1日を通じて1時間を超えな

い範囲内でそれぞれ必要と認める時

間  

⑥生後1年に達しない生児を育てる場合  1日2回、それぞれ30分  

⑦生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の範囲内においてその都度必要と

認める期間  

⑧忌引の場合  別表に定める期間  

⑨配偶者及び父母の祭日の場合 それぞれ1日。ただし遠隔地に赴く必

要のある場合は、往復に要する実日

数を加算した日数  

⑩感染症等予防法による交通制限若しくは遮断

又は健康診断の場合  

その都度必要と認める期間  

⑪災害による職員の現住居の滅失又は破壊の場

合  

1週間の範囲内でその都度必要と認め

る期間  

⑫結婚の場合  5日の範囲内で必要と認める期間 

⑬妻の出産に伴い勤務しないことが相当である

と認められる場合 

2日の範囲内で必要と認める期間 

⑭職員の妻が出産する場合、出産予定日の6週間

前の日から当該出産の日後8週間を経過する日

までの期間、出産に係る子又は小学校就学の

始期に達するまでの子を養育するため勤務し

ないことが相当であると認められるとき（多

胎妊娠の場合14週間） 

5日の範囲内の期間  

⑮出生から満12歳に達する日以後最初の3月31日

までの間にある者を養育する職員が、その子

の看護のため勤務しないことが相当であると

認められる場合 

一の年度において5日の範囲内の期間

⑯地震、水害、火災その他の災害時又は交通機

関の事故等により出勤することが著しく困難

な場合  

その都度必要と認める期間  
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⑰地震、水害、火災その他の災害時に、通勤途

上における身体の危険を回避する場合 

その都度必要と認める期間  

⑱ドナー(骨髄移植のための骨髄液の提供者)休

暇  

その都度必要と認める期間  

⑲ボランティア(自発的に、かつ無報酬で社会的

活動を行う)休暇  

一の年度において5日の範囲内で必要

と認める期間  

 

※ 別表(忌引の場合)  

死 亡 し た 者  日  数  

配  偶  者 10日 

１親等の直系尊属(父母)  血族 7日 姻族 3日 

 同  卑属(子)     5日    1日 

２親等の直系尊属(祖父母)     3日    1日 

 同  卑属(孫)     1日    － 

２親等の傍系者(兄弟姉妹)     3日    1日 

３親等の傍系尊属(伯叔父母)     1日    1日 

 

介護休暇：職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母などの親族で負傷、疾病又は老齢

により２週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をする

ため、勤務しないことが相当であると認められる場合における無給の休暇

です。  

組合休暇：労働組合の業務又は活動に従事するために認められる無給の休暇です。た

だし、一の年度に20日を限度とする。 

 

(3) 年次有給休暇の取得状況  
平成22年4月1日から平成23年3月31日までの企業職員の年次有給休暇の平均取得日数

は11.1日となっており、平成21年度(13.5日)と比べて2.4減少しています。 

 

(4) 育児休業等の取得状況  
育児休業とは、職員が任命権者の承認を受けて、その3歳に満たない子を養育するた

め、子が3歳に達する日までの期間を限度として職務に従事しないことを可能とする制

度です。  

一方、部分休業とは、職員が任命権者の承認を受けて、その3歳に満たない子を養育

するため1日の勤務時間の一部(2時間を限度)について勤務しない制度で、休業した期間

の給与は減額されます。  

平成22年度に育児休業等を新規に取得した職員はいませんでした。  

 

       休業の種類 

休業の内訳 

育児休業 部分休業 

 うち新規  うち新規 

取得者合計      0 0 0 0 0

うち女性 0 0 0 0 0

  男性 0 0 0 0 0
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(5) 時間外勤務の状況  
平成22年度における企業職員の月当たり平均時間外勤務時間は2.5時間となっており、

平成21年度(1.2時間)に比べて、1.3時間増加しました。  

なお、四半期ごとの時間外勤務の一人当たり月平均時間の状況は下表のとおりです。  

                               (単位：時間)  

第１四半期 

(４～６月) 

第２四半期 

(７～９月) 

第３四半期 

(10～12月) 

第４四半期 

(1月～3月) 
年 間 

1.3 1.6 1.8 5.4 2.5 

 

４ 公営企業職員(水道事業)の分限及び懲戒処分の状況 

 

(1) 分限処分の状況  
平成22年度において、分限処分を受けた職員はいません。  

 

(2) 懲戒処分の状況  
平成22年度において、懲戒処分を受けた職員はいません。  

 

５ 公営企業職員(水道事業)の服務の状況 

 

(1) 職員の守るべき義務の概要  
地方公務員法第30条は、服務の根本基準として、「すべて職員は、全体の奉仕者と

して公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに

専念しなければならない。」と規定しています。この根本基準の趣旨を具体的に実現す

るため、同法は、職員に対し、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(同法第32条)、

信用失墜行為の禁止(同法第33条)、秘密を守る義務(同法第34条)、職務に専念する義務

(同法第35条)、営利企業等の従事制限(同法第38条)など、服務上の強い制約を課してい

ます。  

 

(2) 職務専念義務免除の状況  
職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合のほかは、その勤務時間及び職務上

の注意のすべてをその職責遂行のために用いなければなりません(地方公務員法第35条)。

ただし、「職務に専念する義務の特例に関する条例」により、研修を受ける場合や厚生

事業に参加する場合には、任命権者の承認を得て、職務専念義務が免除されることがあ

ります。  

平成22年度における承認件数は、厚生事業(夏季厚生計画)に参加する場合等の延べ

日数は340日となっています。  

 

(3) 営利企業等従事の許可状況  
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする会社等の役員を兼ねた

り、報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事等してはならないとされています

(地方公務員法第38条)。  

任命権者の許可の基準は、「職員の営利企業等の従事制限に関する規則」に定めら

れています。  

平成22年度における許可件数は1件となっております。  
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6 公営企業職員(水道事業)の研修及び勤務成績の評定の状況  

 

(1) 研修の概要  
平成22年度は34コース、延べ参加人員は91人でした。  

 

(2) 職員の勤務成績の評定方法及び活用方法の概要  
地方公務員法第40条に基づき、職員の勤務成績の評定方法は、階層ごとの評価シー

トを用いて複数の評価者による5段階の勤務評定を行い、この勤務評定に基づいて昇給

を実施しています。 

 

7 公営企業職員(水道事業)の福祉及び利益の保護の状況 

 

(1) 福利厚生制度に係る企業団の負担状況(平成22年度)  
(1)共済組合への負担金53,680千円支出しました。  

(2)定期健康診断の実施状況489千円支出しました。(47人受診)  
 
 


